
 

 

 令 和 ８ 年 度   

防 火 ・ 防 災 管 理 講 習 の ご 案 内 

 とかち広域消防局  
１ 講習区分及び受講対象者 

 (1) 甲種防火管理新規講習 

     甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。 

 (2) 乙種防火管理講習 

     乙種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。 

【建物全体の防火管理者選任資格フローチャート】        【建物内テナント部分の防火管理者選任資格フローチャート】 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 防災管理新規講習 

   甲種防火管理講習修了者が防災管理者の資格を取得するための講習です。 

 (4) 甲種防火管理再講習  

   甲種防火管理講習修了者で収容人員が３００人以上の特定防火対象物の防火管理者に選任され、令和

４年３月３１日以前に甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了された方。 

 (5) 防火・防災管理再講習 

   防災管理新規講習修了者で大規模な店舗・事業所等の防災管理者に選任され、令和４年３月３１日以

前に防災管理新規講習を修了された方。 

  【再講習の受講期限について】 

   継続して選任されている場合は、最後に受けた講習日以後、直近の４月１日から５年以内に再講 

  習の受講が必要です。新たに選任された方の受講期限については次の図のとおりです。 

 

 

※乙種防火対象物のテナント部分にあっては全て乙種で可能 

◎＝消防法施行令別表第1(6)項ロ、(16)項イ※、(16の2)項※に掲げ

る防火対象物(※(6)項ロの用途が存するもの) 



 

 

 

２ 講習日時、受講申込書受付期間及び定員 

講習種別 開催日時 受講申込書受付期間 
会場 

定員 

甲種防火管理 

新規講習・ 

乙種防火管理 

講習 

第
１
回 

令和8年6月3日(水)、4日(木) 

 9時30分～16時00分  
令和8年4月1日(水)～30日(木) 

帯広 

100人 

第
２
回 

令和8年6月10日(水)、11日(木) 

 9時30分～16時00分 
令和8年4月1日(水)～30日(木) 

池田 

60人 

第
３
回 

令和8年9月30日(水)、10月1日(木) 

 9時30分～16時00分 
令和8年8月3日(月)～31日(月) 

帯広 

100人 

第
４
回 

令和8年11月4日(水)、5日(木) 

 9時30分～16時00分 
令和8年9月1日(火)～30日(水) 

音更 

80人 

第
５
回 

令和9年2月3日(水)、4日(木) 

 9時30分～16時00分 
令和8年12月1日(火)～28日(月) 

 芽室 

50人 

防災管理新規講習 
令和8年6月5日(金) 

 9時30分～15時30分 
令和8年4月1日(水)～30日(木) 

帯広 

40人 

甲種防火管理 

再講習 

第
１
回 

令和8年6月12日(金) 

 9時30分～12時00分 
令和8年4月1日(水)～30日(木) 

帯広 

100人 

第
２
回 

令和8年10月2日(金)  

 9時30分～12時00分 
令和8年8月3日(月)～31日(月) 

帯広 

100人 

防火・防災管理 

再講習 

令和8年6月12日(金) 

 13時30分～16時30分 
令和8年4月1日(水)～30日(木) 

帯広 

20人 

 ※ 甲種防火管理新規講習は、２日間の受講となります。１日目の講習を欠席された方は、２日目の講習

を受講することはできません。また、１日だけ受講することもできません。 

 ※ 乙種防火管理講習は、１日目のみの受講となります。 

 ※ 防災管理再講習の受講対象者は、防火・防災管理再講習の受講となります。 

 ※  自然災害などにより、変更・中止など緊急のお知らせがある場合は、とかち広域消防事務組合のホー

ムページに掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

３ 受講申込等 

 (1) 「防火・防災管理講習受講申込書」は、とかち広域消防局予防規制課及び各消防署で配布しているほ 

  か、とかち広域消防事務組合のホームページからもダウンロードできます。 

  【用意している消防署等】 

とかち広域消防局予防規制課 帯広市西６条南６丁目３番地１ （３階） 

帯広消防署  帯広市西６条南６丁目３番地１ （１階） 

 柏林台出張所 帯広市柏林台西町２丁目２番地 

 大正出張所 帯広市大正本町西１条１丁目２番地３ 

 川西分遣所 帯広市清川町西２線１２８番地 

 南出張所 帯広市西１７条南４１丁目５番９ 

 東出張所 帯広市東７条南１１丁目１番地の３ 

 森の里出張所 帯広市西２２条南４丁目１番３ 

音更消防署  河東郡音更町木野西通１６丁目１番地 

士幌消防署  河東郡士幌町字士幌西２線１６１番地 

上士幌消防署  河東郡上士幌町字上士幌東３線２４０番地 

鹿追消防署  河東郡鹿追町西町３丁目１０番地 

新得消防署  上川郡新得町４条南３丁目１番地 

 屈足分遣所 上川郡新得町屈足柏町３丁目１番地 

清水消防署  上川郡清水町南６条４丁目１番地２ 

 御影分遣所 上川郡清水町御影東１条３丁目２０番地 

芽室消防署 河西郡芽室町東２条３丁目１番地 

中札内消防署 河西郡中札内村大通南１丁目１２番地 

更別消防署 河西郡更別村字更別南１線９３番地 

大樹消防署 広尾郡大樹町字下大樹２２４番地１ 

広尾消防署 広尾郡広尾町並木通東４丁目４番地 

幕別消防署 中川郡幕別町錦町９０番地 

 
札内支署 中川郡幕別町札内中央町３１９番地の９ 

忠類支署 中川郡幕別町忠類本町１１２番地 

池田消防署 中川郡池田町字西２条１１丁目１番地の１２ 

豊頃消防署 中川郡豊頃町茂岩本町１１６番地 

本別消防署 中川郡本別町北２丁目４番地１ 

足寄消防署 足寄郡足寄町北１条４丁目５２番地 

陸別消防署 足寄郡陸別町字陸別原野分線８－５５ 

浦幌消防署  十勝郡浦幌町字桜町４番地３ 

 上浦幌分遣所 十勝郡浦幌町字宝生１６５番地 

 (2) 提出書類  

  ア 防火・防災管理講習受講申込書 

   ※ ６月に甲種防火管理新規講習と防災管理新規講習の両方を受講される方は、各々に受講申込書

が必要となります。 

  イ 甲種防火管理再講習、防災管理新規講習及び防火・防災管理再講習を受講される方は、甲種防火管

理新規講習、防災管理新規講習又は再講習の修了証のコピーを１部添付してください。 

 



 

 

 

 (3) 提出方法、受付時間 

  ア 郵送の場合 

    〒080-0016 帯広市西６条南６丁目３番地１ とかち広域消防局 予防規制課 予防指導係 宛封筒に

「防火・防災管理講習受講申込書 在中」と記入し、提出書類に必要事項を記入のうえ、郵送してく

ださい。(受講申込書受付期間内の消印有効) 

  イ 持参の場合 

    提出書類に必要事項を記入のうえ、８時４５分から１７時３０分まで（土日祝日を除く。）にとか

ち広域消防局 予防規制課 予防指導係に提出してください。 

  ウ 来庁のうえ記入し提出する場合 

    とかち広域消防局 予防規制課 予防指導係で提出書類に必要事項を記入し、提出してください。 

なお、講習種別によっては(2)イの添付が必要となりますのでご注意ください。 

  エ メールの場合 

    「第〇回防火管理講習申請」とメールのタイトルに入力し、提出書類に必要事項を入力のうえ、下

記アドレスに送信してください。 

    【prevent@fire-tokachi.hokkaido.jp】とかち広域消防局 予防規制課 予防指導係 

 

４ 受講票の送付 

  講習開催日の概ね２週間前に受講票（郵便はがき）を送付します。受講当日は必ず持参してください。 

 

５ テキスト代（内税表示） 

 (1) 甲種防火管理新規講習・・・・・４，５１０円 

 (2) 乙種防火管理講習・・・・・・・４，５１０円 

 (3) 防災管理新規講習・・・・・・・２，７５０円 

 (4) 甲種防火管理再講習・・・・・・１，７６０円 

 (5) 防火・防災管理再講習・・・・・１，７６０円 

  ※ 講習では当日受付時に取扱店が販売するテキストを使用します。 

  ※ 受付時は混雑しますので、お釣りがでないようご協力お願いします。 

  ※ 受講にかかる費用はテキスト代のみとなります。 

 

６ 講習会場 

 (1) 帯広会場 

   とかち広域消防局庁舎   帯広市西６条南６丁目３番地１      （駐車場なし） 

  ※ 帯広市役所駐車場をご利用いただけますが、駐車場には限りがありますので、会場へは公共交通

機関をご利用ください。 

 (2) 池田会場 

   池 田 消 防 署    中川郡池田町字西２条１１丁目１番地１２ （駐車場あり） 

 (3) 音更会場 

   音 更 消 防 署    河東郡音更町木野西通１６丁目１番地   （駐車場あり） 

 (4) 芽室会場 

   芽 室 消 防 署    河西郡芽室町東２条３丁目１番地     （駐車場あり） 

 

７ 注意事項 

 (1) 講習当日は、受講票、筆記用具、テキスト代、印鑑（修了証交付時に使用）を持参してください。 

 (2) 開始時刻を過ぎてお越しの方（遅刻等）は、受講をお断りさせていただきます。 

 (3) 代理人の受講や、途中退席(携帯電話等の利用を含む。)の場合、修了証の交付はいたしません。 

 

mailto:prevent@fire-tokachi.hokkaido.jp


 

 

〒080-0016 帯広市西６条南６丁目３番地１ とかち広域消防局 予防規制課 予防指導係 

電話 0155-26-9124 Fax 0155-26-9120   

 とかち広域消防事務組合 講習｜  

帯広市役所
帯広厚生病院 駐車場

帯広市役所

NHK
帯広放送局

西6南8 西5南8

電力

とかち広域消防局

帯広消防署

西6南7 西5南7

北海道

ソネビル

駐車場

音更店

木野大通西16

音更

消防署

オーケー

コメリホーム
センター フクハラ

 (4) 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習は、訓練用消火器等を使用した実技訓練を行いますので

動きやすい服装で受講してください。（更衣室はありません。） 

 (5) 講習の受講資格は、十勝管内の事業所で防火・防災管理者の資格が必要な方となります。 

なお、中学校卒業程度以上で日本語を理解できる方を対象としています。 

 

 各講習会場案内図 
 

 帯広会場                池田会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 帯広市西６条南６丁目３番地１          中川郡池田町字西２条１１丁目１番地１２ 

 電話 0155-26-9124               電話 015-572-3119 
 

 音更会場                芽室会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 河東郡音更町木野西通１６丁目１番地       河西郡芽室町東２条３丁目１番地 

 電話 0155-30-3322               電話 0155-62-2821 
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